
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面 
(会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 183条に定める書面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年 1 月 21日 

東宝株式会社 

 

  



 

会社法第 782条第 1項に定める事前備置書類 

(吸収分割会社の事前開示書類) 

 

2026年 1月 21日 

 

 

東京都千代田区有楽町一丁目 2番 2号 

東宝株式会社 

代表取締役社長 松岡 宏泰 

 

 東宝株式会社(以下｢当会社｣といいます｡)は、TOHO Global株式会社(以下｢吸収分割承継

会社｣といいます。)との間で締結した 2026年 1月 14日付吸収分割契約書(以下｢本件契約｣

といいます。)に基づき、2026 年 3 月 1 日を効力発生日(以下｢本件効力発生日｣といいま

す。)として、当会社が利用権限を有する映像作品の上映及び頒布並びに当会社が利用権

限を有するコンテンツの利用等を国内外の事業者に国外市場向けにライセンスする事業に

関して有する権利義務(以下｢本件承継権利義務｣といいます。)を吸収分割承継会社に承継

させる吸収分割(以下｢本件分割｣といいます。)を行うことにいたしました。 

 本件分割に関し、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める事項は以

下のとおりです。 

 

1. 本件契約の内容(会社法第 782条第 1項) 

 

 別紙 1のとおりです。 

 

2. 会社法第 758条第 4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(会社法施行

規則第 183条第 1号イ) 

 

(1) 株式の数に関する事項 

 本件分割に際して、吸収分割承継会社は、普通株式 275 株を発行し、当会社に

対して、本件承継権利義務の対価として、その全てを交付いたします。本件分割

に際して交付される株式の数については、当会社が吸収分割承継会社の完全親会

社であることを勘案して、当会社及び吸収分割承継会社の協議により決定したも

のであり、相当であると判断いたします。 

 

(2) 資本金及び準備金の額に関する事項 

 本件分割により増加する吸収分割承継会社の資本金及び準備金の額は、0 円と

いたします。これは、吸収分割承継会社の財務状況等の諸事情を総合的に考慮し



 

た上で会社計算規則に基づき決定したものであり、相当であると判断しておりま

す。 

 

3. 本件効力発生日に全部取得条項付種類株式の規定による株式の取得又は剰余金の配当

を行う場合の会社法第 171条第 1項又は同法第 454条第 1項の決議に関する事項(会社

法施行規則第 183条第 2号) 

 

 該当事項はありません。 

 

4. 吸収分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項(会社法施行規則第 183 条第 3

号) 

 

 該当事項はありません。 

 

5. 吸収分割承継会社に関する事項 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容(会社法施行規則第 183条第 4号イ) 

 

 別紙 2のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容(会社法施

行規則第 183条第 4号ロ) 

 

 該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容(会社法施行規則第 183条第 4号ハ) 

 

 吸収分割承継会社は、2025 年 12 月 2 日付株主総会決議に基づき、募集株式を

発行いたしました(募集株式の数：23 株、給付期日：2025 年 12 月 31 日)。この

結果、吸収分割承継会社の資本金の額は金 263,731,000 円、資本準備金の額は金

263,731,000円増加いたしました。 

 

6. 当会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容(会社法施行規則第 183条第

5号イ) 

 



 

 該当する事項はありません。 

 

7. 本件分割の効力発生日以後における当会社の債務及び吸収分割承継会社の債務(当会

社が本件分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限ります。)の履行の見込

みに関する事項(会社法施行規則第 183条第 6号) 

 

 本件分割以後も、当会社及び吸収分割承継会社の資産の額は負債の額を上回る見込

みであり、また、当会社及び吸収分割承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事

態は、現在のところ予測されておりません。 

 したがって、当会社及び吸収分割承継会社の債務については、本件分割以後も履行

の見込みはあるものと判断いたします。 

  

以  上 



 

(別紙 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割契約書 

 

  



吸収分割契約書 

 

 東宝株式会社(以下｢甲｣という。)及び TOHO Global 株式会社(以下｢乙｣という。)は、甲

の本事業(第 1 条において定義する。)に関して甲が有する権利義務を乙に承継させる吸収

分割(以下｢本吸収分割｣という。)について、以下のとおり吸収分割契約書(以下｢本契約｣

という。)を締結する。 

 

第 1条 (吸収分割) 

甲は、本契約の定めに従い、吸収分割の方法により、本効力発生日(第 6条において

定義する。)をもって、甲が利用権限を有する映像作品の上映及び頒布並びに甲が利

用権限を有するコンテンツの利用等を国内外の事業者に国外市場向けにライセンスす

る事業(以下｢本事業｣という。)に関する承継対象権利義務(第 3条第 1項において定義

する。)を乙に承継させ、乙はこれを承継する。 

 

第 2条 (吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所) 

本吸収分割における吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、次のと

おりである。 

(1) 吸収分割会社 

商号：東宝株式会社 

住所：東京都千代田区有楽町一丁目 2番 2号 

 

(2) 吸収分割承継会社 

商号：TOHO Global株式会社 

住所：東京都千代田区有楽町一丁目 2番 2号 

 

第 3条 (本吸収分割により承継する権利義務) 

1.  本吸収分割により甲から乙に承継される権利義務(以下｢承継対象権利義務｣とい

う。)は、別紙｢承継権利義務明細表｣に記載のとおりとする。 

2.  甲から乙に対する債務の承継は、免責的債務引受の方法による。 

 

第 4条 (本吸収分割の対価) 

乙は、本吸収分割に際して、普通株式 275 株を発行し、その全てを承継対象権利義

務に代わり甲に交付する。 

 

第 5条 (資本金及び準備金等の額) 

本吸収分割により増加する乙の資本金及び準備金の額は、0円とする。 



 

第 6条 (効力発生日) 

本吸収分割が効力を生ずる日(以下｢本効力発生日｣という。)は、2026 年 3 月 1 日と

する。但し、本吸収分割の手続遂行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

甲及び乙は協議し合意の上、この期日を変更することができる。 

 

第 7条 (本契約の承認) 

1.  甲は、会社法第 784 条第 2 項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ない

で本吸収分割を行う。 

2.  乙は、本効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の承認(会社法第 319条第

1項に基づき株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。)を得る。 

 

第 8条 (本吸収分割の条件の変更及び本契約の解除) 

本契約締結日から本効力発生日の前日までの間に、天災地変その他の事由により、

甲又は乙の財産状態又は経営状態に重大な変動が生じたとき、本吸収分割の実行に重

大な支障となる事態が生じたときその他本吸収分割の目的の達成が困難となったとき

は、甲及び乙は協議し合意の上、本吸収分割の条件を変更し、又は本契約を解除する

ことができる。 

 

第 9条 (準拠法及び管轄裁判所) 

本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第 10条 (誠実協議) 

甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義を生じた事項

については、誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って決定するものとする。 

 

[本頁以下余白] 



以上を証するため、本契約書 1 通を作成し、各当事者が記名捺印の上、甲が原本を保有

し、乙がその写しを保有する。 

 

2026年 1月 14日 

 

甲： 東京都千代田区有楽町一丁目 2番 2号 

東宝株式会社 

代表取締役社長 社長執行役員 松岡 宏泰 

 

 

乙： 東京都千代田区有楽町一丁目 2番 2号 

TOHO Global株式会社 

代表取締役社長 植田 浩史 

  



別紙 

 

承継権利義務明細表 

 

1. 資産 

 本吸収分割により、乙が甲から承継する資産は、本効力発生日において本事業に属

する流動資産及び固定資産(但し、本事業に属する知的財産権については、本別紙第 3

項において別途定めるとおりとする。)とする。 

 

2. 債務 

 本吸収分割により、乙が甲から承継する債務は、本効力発生日において本事業に属

する流動負債及び固定負債(契約に係る契約上の地位及びこれに基づく権利義務の承

継については、本別紙第 4項において別途定めるとおりとする。)とする。 

 

3. 知的財産権 

 本吸収分割により、乙が甲から承継する知的財産権は、本効力発生日において本事

業に属する一切の知的財産権(但し、甲が引き続き保有する必要があるとして乙との

間で本契約締結日までに合意したものを除く。)とする。 

 

4. 雇用契約以外の契約 

本吸収分割により、乙が甲から承継する契約上の地位及びこれに基づく権利義務

は、甲が当事者として専ら本事業のために締結し、かつ、本効力発生日において有効

に存続している契約(但し、甲が本効力発生日以降も引き続き契約の当事者となる必

要があるとして乙との間で本契約締結日までに合意したものを除く。)に係る契約上

の地位及びこれに基づいて発生した権利義務とする。 

 

5. 雇用契約 

本吸収分割により、本事業に従事する甲の従業員(甲から乙又は乙の子会社に出向

して本事業に従事するものを含む。)との間の雇用契約に係る契約上の地位及びこれ

に付随する権利義務は承継しない。 

 

以 上 

[本頁以下余白] 



 

(別紙 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOHO Global株式会社 

最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 



 

 

 

 

 

2  

2024 1 1   2024 12 31  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOHO Global  

 

 

 

2501049
長方形


2501049
長方形




 2  

 

 

 

2023 7 10

8 2

 -1.0

 

2 61 10 48 73

52 37 35 28  

2 100% 

Toho Entertainment Asia Pte. Ltd. 11

 

10 Toho International,  Inc.

GKIDS, 

INC. 100%  

 

 

 

 

 

60

 

 

 

3

IP

 



 

 

 

 
 

 
 1  

(2023 12 ) 
 2  

(2024 12 ) 

 
 

 

1,931,504 
 

6,110,152 

 
 

 

1,789,659 
 

4,873,160 

 
 

 

1,858,640 
 

5,237,423 

 
 

 

1,214,562 
 

3,528,959 

 
 

 

1,214,562 
 

3,528,959 

 
 

 

37,553,516 
 

47,600,265 

 
 

 

16,804,331 
 

20,336,914 

 
 

 

16,804,331 
 

20,336,914 

 

 

100

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37  9  

 15  
 22  

 

 

 

2,000  

1,000  

1  

 

  

 1,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

   

   

   

  
 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Toho International, Inc.  

       

 

42,807  

 

47,600  

 

 

 

 













 

 
 

    2024 3 17  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
   

 

436 2 1
2024 1 1 2024 12 31 2

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 
 

2024 1 1 2024 12 31 2
 

 
 

 

100 1
3

 

 

131

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2025 3 24  

TOHO Global  

 

 

 

 


